
関東農政局統計部
平成29年10月４日

関東農政局管内の農業構造

１ 農業経営体の状況（関東・東山地域）

（１）農業経営体数の推移

○ 農業経営体数（平成29年）は277.6千経営体で、27年に比べ21.2千経営体（７％）減少しています。
○ 組織経営体数（平成29年）は4,900経営体で、27年に比べ200経営体（４％）増加し、このうち、法人
化している組織経営体は4,000経営体で、27年に比べ100経営体（３％）増加しています。
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本資料は平成29年農業構造動態調査結果を中心に取りまとめたものです。
本調査において、農業経営体に関する項目については「関東・東山地域」（茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の９都県）を集計単位としているため、「１農業
経営体の状況」については、これを範囲とした記述としています。

農業経営体とは、農産物の生産を
行うか又は委託を受けて農作業を行
い、生産又は作業に係る面積・頭数
が、一定規模（経営耕地面積30a以
上、年間販売金額50万円以上等）以
上の事業を行う者をいいます。

組織経営体とは、家族経営体でな
い経営体をいい、会社や団体、集落
営農等組織で経営している者をいい
ます。

家族経営体とは、法人化の有無に
かかわらず、１世帯（雇用者の有無
は問わない。）で事業を行う者をい
います。

農業経営体数の推移（関東・東山） 組織経営体数の推移（関東・東山）
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注：１ 統計数値については、表示単位未満の数値を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある（以下同じ。）。
２ 22、27年値は農林業センサス結果である（以下同じ。）。
３ 用語の説明については、Ｐ５参照。
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（２）経営耕地面積規模別にみた農業経営体数の状況
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経営耕地面積規模別の経営体数割合（関東・東山）（平成29年）

経営耕地面積規模別の経営体数の対前年増減率（関東・東山）（平成29年／平成28年）

○ 農業経営体の経営耕地面積規模別の構成割合（平成29年）をみると、農業経営体計では、「１ha未
満」が54％で最も高く、次いで「１～５ha」が41％となっており、「５ha未満」が約９割を占めてい
ます。
一方、組織経営体では「５ha以上」が約４割を占めています。

○ 経営耕地面積規模別の対前年増減率をみると、前年に比べ「10ha以上」の階層で増加しています。

注：「１ha未満」には、経営耕地面積なしを含む。

（３）経営耕地面積（借入耕地面積）及び１経営体当たり経営耕地面積の推移

経営耕地面積及び１経営体当たり経営耕地面積の推移（関東・東山）

○ 農業経営体の経営耕地面積（平成29年）は509.0千haで、27年に比べ10.8千ha（２％）増加していま
す。
うち借入耕地面積（平成29年）は198.8千haで、27年に比べ25.1千ha（14％）増加し、経営耕地面積

に占める割合は39％で、27年に比べ４ポイント上昇しています。
○ １経営体当たり経営耕地面積（平成29年）は1.85haで、27年に比べ0.17ha（10％）増加しています。
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（４）農産物販売金額規模別の農業経営体数の状況

農産物販売金額規模別の経営体数割合（関東・東山）（平成29年）

農産物販売金額規模別の経営体数の対前年増減率（関東・東山）（平成29年／平成28年）

○ 農業経営体の農産物販売金額規模別の構成割合（平成29年）をみると、農業経営体計では「500万円
未満」が約８割を占めています。
一方、組織経営体では「500万円以上」が約６割を占めています。

○ 農産物販売金額規模別の対前年増減率をみると、前年に比べ「1,000万円以上」の階層で増加してい
ます。
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（５）農業経営組織別経営体数の状況

農業経営組織別の経営体数割合（関東・東山）（平成29年）

○ 農業経営体の農業経営組織別の構成割合（平成29年）をみると、農業経営体計では、稲作が43％で
最も高く、次いで複合経営が20％、果樹が13％の順になっています。

○ 組織経営体では、その他（花き・花木、養豚、栽培きのこ等）が31％で最も高く、次いで複合経営
が26％の順となっています。

単一経営とは、
農産物販売金額
のうち、主位部
門の販売金額が
８割以上の経営
体をいう。

複合経営とは、
農産物販売金額
のうち、主位部
門の販売金額が
８割未満の経営
体をいう。

注：１ 農業経営組織別の経営体数は、販売のあった経営体数である。
２ 畑作は、「麦類作」、「雑穀・いも類・豆類」及び「工芸農作物」である。
３ その他は、「花き・花木」、「その他作物」、「養豚」、「養鶏」及び「その他畜産」である。
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２ 販売農家の状況（関東農政局管内）

○ 関東農政局管内の販売農家数（平成29年）は296.2千戸で、27年に比べ26.1千戸（８％）減少してい
ます。

○ 主副業別（平成29年）にみると、全ての区分で減少しており、特に準主業農家の減少率が高くなって
います。

主副業別販売農家数の推移（関東農政局管内）

主副業別販売農家数の推移（都県別）
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１ この資料は、農林水産省大臣官房統計部が実施した「農業構造動態調査」及び「農林業センサス」を基に作成

したものです。

２ 統計調査の概要
(1) 農業構造動態調査

ア 調査の目的
農業構造動態調査は、農業を取り巻く諸情勢が著しく変化する中で、５年ごとに実施する農林業センサス

実施年以外の年の農業構造の実態及びその変化を明らかにするため、農業生産構造、就業構造等に関する基
本的事項を把握し、農政の企画・立案、推進等に必要な資料を整備することを目的としています。

イ 調査の対象
農業経営体（家族経営体及び組織経営体）を対象とした。

ウ 用語の説明
(ｱ) 農業経営体

農産物の生産を行うか又は委託を受けて農作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が、一定規模
（経営耕地面積30a以上、年間販売金額50万円以上等）以上の事業を行う者をいいます。

(ｲ) 家族経営体
法人化の有無にかかわらず、１世帯（雇用者の有無は問わない。）で事業を行う者をいいます。

(ｳ) 組織経営体
家族経営体でない経営体をいい、会社や団体、集落営農等組織で経営している者をいいます。

(ｴ) 法人化している（法人経営体）
農業経営体のうち、法人化して事業を行う者をいいます。法人とは、法人格を認められている者が事業

を経営している場合をいいます。
(ｵ) 単一経営

農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が８割以上の経営体をいいます。
(ｶ) 複合経営

農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が８割未満の経営体をいいます。
(ｷ) 販売農家

経営耕地面積が30a以上（又は年間農産物販売金額が50万円以上）の農家をいいます。
(ｸ) 主業農家

販売農家のうち農業所得が主（農家所得の50％以上が農家所得）で、１年間に60日以上自営農業に従事
している65歳未満の世帯員がいる農家をいいます。

(ｹ) 準主業農家
販売農家のうち農外所得が主（農家所得の50％未満が農家所得）で、１年間に60日以上自営農業に従事

している65歳未満の世帯員がいる農家をいいます。
(ｺ) 副業的農家

販売農家のうち１年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない農家をいいます。
エ その他

平成29年の数値は、概数値です。

(2) 農林業センサス

ア 調査の目的

我が国農林業の生産構造及び就業構造等の実態や農山村地域の現状を把握することにより、農林業に関す

る諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）の提唱する世界農林

業センサスの趣旨に従い、各国農林業との比較において我が国農林業の実態を明らかにすることを目的とし

ています。

イ 調査の対象

全ての農林業経営体（農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る

面積・頭数が一定規模以上の農林業生産活動を行う者（組織の場合は代表者））

３ この統計調査結果の詳細及び用語の説明は、農林水産省ホームページ中の「統計情報」で御覧いただけます。

農林水産省ホームページ ＞ 統計情報＞分野別分類/農家数、担い手、農地など（農業構造動態調査）

【http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kensaku/bunya1.html 】

４ この資料に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

関東農政局 統計部 統計企画課 TEL:048-740-0058（直通） FAX:048-740-0086

利用にあたって


